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船舶事故調査報告書 

 

令和４年９月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月１２日 １６時１５分ごろ 

発生場所 福井県高浜町押廻
おしまわし

埼北東方沖 

押廻埼灯台から真方位０４６°５.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°３６.７′ 東経１３５°３４.９） 

事故の概要  プレジャーボートArcadia
アルカディア

は、南進中、また、プレジャーボート

Gemini
ジ ェ ミ ニ

は、船首を北方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 Geminiは、同乗者１人が負傷し、手摺
す

りに曲損等を生じ、また、

Arcadiaは、船首部錨台に破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年３月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ プレジャーボート Arcadia、５トン未満 

２７１－３００７１福井、個人所有 

   ７.７７ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１４７.１０kＷ、平成８年７月 

Ｂ プレジャーボート Gemini、２.４トン 

   ２５１－２２２０４福井、株式会社マリーナジャパン 

   ６.４５ｍ（Lr）×２.５６ｍ×１.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、９５.６０kＷ、令和元年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５６歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許 登録日 平成２９年３月２８日 

    免許証交付日 令和３年７月２日 

           （令和９年３月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ（ブラジル連邦共和国籍） ４７歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許 登録日 令和２年７月３１日 

    免許証交付日 令和２年７月３１日 

           （令和７年７月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ１） 
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 損傷 Ａ 船首部錨台に破損及び船首部右舷手摺り曲損 

Ｂ 手摺りに曲損及び右舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人１人を乗せ、釣りの目的

で、令和４年３月１２日０７時１５分ごろ福井県小浜市 鋸
のこぎり

埼北東方

沖の釣り場に向けて同市所在のマリーナを出発した。 

 船長Ａは、鋸埼北東方沖、鋸埼の北西方沖の浅礁
あさぐり

と称する浅所（以

下「浅礁」という。）及び浅礁北方沖で釣りを終え、１６時０５分ご

ろ操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵とし、釣り場を探しな

がら、浅礁経由でマリーナに帰航することとした。 

 船長Ａは、約７～８ノットの対地速力で南進中、右舷船首方に３隻

のプレジャーボートを認めて通過後、左舷船首方に１隻の遊漁船を認

め、釣りの様子を確認しようと思い、左転しながら遊漁船に５０ｍ付

近まで接近して確認したのち、遊漁船から離れようと右転することと

した。 

 船長Ａは、右転しながら南西進中も遊漁船の釣りの様子を見ていた

ところ、船首方から声が聞こえたので、船外機を後進にすると同時に

船首方にＢ船を認め、１６時１５分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の右

舷船首部とが衝突した。 

 友人は、船尾部甲板でしゃがんで釣り道具の片付けを行っていたと

ころ、衝撃を感じた。 

 船長Ａは、Ｂ船に接近し、船長Ｂと負傷者の有無の確認及び連絡先

の交換を行い、Ｂ船の同乗者の１人が負傷したことを確認し、Ｂ船の

所属する福井県おおい町所在のマリーナに到着後、１１８番通報を 

行った。 

 Ｂ船は、レンタルボートで、船長Ｂが１人で乗り組み、友人４人

（以下「同乗者Ｂ１」、「同乗者Ｂ２」、「同乗者Ｂ３」、「同乗者Ｂ４」と

いう。）を乗せ、１０時００分ごろ鋸埼北北東方沖の釣り場に向けて

マリーナを出航した。 

 船長Ｂは、釣り場を２か所移動し、１５時００分ごろ浅礁で船外機

を中立運転として船首を北方に向け漂泊しながら釣りを行い、潮上り

を２～３回行った後、再び船外機を中立運転として漂泊状態とし、操

縦席左舷側の甲板に立って釣りを開始した。 

 Ｂ船は、帰航予定時刻が近づいたので、船長Ｂが操舵室左舷側で、

同乗者Ｂ１が船首部で、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３及び同乗者Ｂ４が船尾

甲板で、それぞれ釣り道具等の片付けを行っていた。（図１参照） 
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         図１ 衝突時のＢ船乗船者の位置 

 

 船首部にいた同乗者Ｂ１は、１６時１５分ごろ船首方至近にＡ船を

認め、Ａ船にＢ船の存在を知らせようと大声を出した。 

 船長Ｂは、同乗者Ｂ１の声を聞いた直後、衝撃を感じ、右舷船首方

にＡ船を認め、Ａ船と衝突したことに気付いた。 

 同乗者Ｂ１は、左手で手摺りを持っていて、衝突時に左手首をひね

り、船長Ａに付き添われて病院に行ったところ、左手部打撲症と診断

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故当日、自身の釣果は良かったものの、友人の釣果

が良くなかったので、帰航開始時、もう少し釣らせてあげようと考

え、ポイントを探しながら帰航しており、左舷船首方の遊漁船の釣り

人数名の釣りの様子を見ていて、船首方のＢ船に気付かなかったと本

事故後に思った。 

 船長Ａ及び友人は、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、令和２年７月に小型船舶操縦士免許を取得後、専ら小浜

湾沖で釣りを行っており、レンタルボートで出航した経験が約３０回

あった。 

 船長Ｂは、浅礁に複数の船が漂泊して釣りをしていたので、航行す

る船舶が漂泊中の船舶を避けて航行すると思い、Ｂ船近くの両舷方に

漂泊していた２隻の船舶に注意して釣りをしており、それ以外の船舶

については見張りができていなかったと本事故後に思った。 

 船長Ｂ及び同乗者４人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、押廻埼北東方沖において南進中、船長Ａが、左舷船首方に

認めた遊漁船に接近して釣りの様子を確認しようと思い、左転しなが

ら遊漁船の釣り人の様子を見て操船した後、遊漁船から離れようと右

転しながら南西進中も引き続き釣り人の様子を見ていたことから、前

路で漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、船首方から声が聞こえて後進と

したものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、自身の当日の釣果が良かったものの、友人の釣果が良く

船長Ｂ 

同乗者Ｂ１ 
同乗者Ｂ２ 

同乗者Ｂ３ 

同乗者Ｂ４ 
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なく、左舷船首方に認めた遊漁船の釣果の状況が良ければ、釣りをし

ようと考えていたことから、遊漁船の釣果の状況を見ていたものと考

えられる。 

 Ｂ船は、押廻埼北東方沖において船首を北方に向けて漂泊中、船長

Ｂが、両舷方の近くの船舶と釣りに注意を向けて漂泊を続けていたこ

とから、接近するＡ船に気付かず、船首部にいた同乗者Ｂ１が船首方

にＡ船を認めて大声を出したものの、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、漂泊中、浅礁に複数の船舶が釣りをしていたことから、

航行する船舶が漂泊中の船舶を避けて航行すると思い、両舷方の近く

の船舶と釣りに注意していたものと考えられる。 

原因  本事故は、押廻埼北東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が船首を

北方に向けて漂泊中、船長Ａが、左舷船首方に認めた遊漁船に接近し

て釣りの様子を確認しようと思い、左転しながら遊漁船の釣り人の様

子を見て操船した後、遊漁船から離れようと右転しながら南西進中も

引き続き釣り人の様子を見ていたため、また、船長Ｂが、両舷方の船

舶と釣りに注意して漂泊を続けていたため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  船長Ａは、本事故後、日中も夜間航行と同様に、航行中は、複数人

で見張りを行うこととした。 

 船長Ｂは、本事故後、釣りを行う際、周囲の見張りを同乗者と共に

行うこととした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の船舶だけに注意を向けることなく、ま

た、釣り場を見付けることだけに意識を向けず、周囲を見渡すな

どして常時適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、釣りをして漂泊中、航行中の他船が避けてくれると思わ

ず、十分に余裕がある時期に接近する他船を認めることができる

ように断続的に周囲の監視を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲損した手摺り 

右舷船首部の擦過傷 

錨台の破損 

船首部右舷側手摺り 

の曲損 


